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１．計画策定の背景と目的
　本市は、福島県の南部に位置し、周囲には那須山系や八

や

溝
みぞ

山
さん

地
ち

が連なり、阿
あ

武
ぶ

隈
くま

川
がわ

の源

流に程近い豊かな緑と水に恵まれた高原地帯である。

　古代より奥州と関東の境界として白
しら

河
かわ

関
のせき

が設置され、交通の要衝として政治的・軍事的

に重要な役割を果たしてきた。中世には、白河を本拠として白
しら

河
かわ

結
ゆう

城
き

氏
し

が治め、白
しら

川
かわ

城
じょう

や

小
こ

峰
みね

城
じょう

が築かれた。近世になると、初代白河藩主丹
に

羽
わ

長
なが

重
しげ

により、小峰城の大改修ととも

に城下町の再整備が行われ、現在の中心市街地の基礎が出来上がった。

　旧城下町の奥州街道沿いには、カギ型街路や寺社、商家などが点在し、城下町の歴史を

感じさせる町並みが今もなお残されている。また、旧城下町やその周辺では、城下町の総

鎮守である鹿
か

嶋
しま

神
じん

社
じゃ

の祭礼で約350年の伝統を持つ「白河提灯まつり」や江戸時代の市
いち

の

形態を引き継ぐ「白河だるま市」などの祭礼や伝統行事、酒造業、味噌・醤油醸造業など

の伝統産業のほか、白河藩主松
まつ

平
だいら

定
さだ

信
のぶ

により築造された南
なん

湖
こ

公
こう

園
えん

での花見やボート遊び

の行楽など、歴史や伝統を誇る人々の活動が現在も行われており、旧城下町の町並みと一

体となって歴史的な風情を醸し出している。さらには、かつて交通の要衝として栄えた歴

史を今に伝える会
あい

津
づ

街
かい

道
どう

や棚
たな

倉
ぐら

街
かい

道
どう

、水
み

戸
と

街
かい

道
どう

などが通る表
おもて

郷
ごう

・大
たい

信
しん

・東
ひがし

の各地域でも、

旧街道沿いの歴史的建造物を舞台に祭礼や伝統行事などが伝承されている。

　平成20年（2008）5月に、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成

20年法律第40号）」（以下「歴史まちづくり法」という。）が制定され同年11月に施行され

たことにより、白河市は平成23年（2011）2月23日に第1期計画となる「白河市歴史的風致

維持向上計画」の認定を受け、歴史的風致の維持及び向上を図るため、歴史的建造物等の

保存・修理を計画的に行ってきた。

　歴史的風致維持向上計画（第1期）の主な取り組みとしては、小峰城跡本丸・二之丸石

垣修復や小峰城道
どう

場
じょう

門
もん

遺
い

構
こう

、丹
に

羽
わ

長
なが

重
しげ

廟
びょう

など、旧城下町エリアの史跡や歴史的遺産を整

備するとともに、歩行系誘導サインを設置し、これらを拠点とした回遊ルートを整備し

た。また、東日本大震災の影響により取り壊しが懸念されていた旧奥州街道沿いの歴史的

建造物を歴史的風致形成建造物に指定し保全に努めた。

　さらには、道路の美装化や無電柱化、建造物の修景事業など良好な町並み景観に対する

市民の意識向上に資する事業や、祭礼行事など文化の保存・継承に係る支援等を実施し

た。このような取り組みの結果、歴史的景観の向上とともに、観光客の増加や歴史的風致

に関する市民意識の高まりなどの成果があった。

　一方で、社会環境の変化や少子高齢化による人口減少などにより、良好な歴史的風致を

形成してきた商家や蔵などの歴史的建造物の維持が難しい状況になっており、建物の老朽
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化や空き家・空き地が増加するなど、城下町の良好な町並みが失われつつある。平成22年

（2010）度に本市が実施した蔵調査事業では、旧城下町エリアに254棟の歴史的な商家や蔵

の存在を確認し、このうち111棟を歴史的風致形成建造物に指定したが、10年後の「令和2

年度歴史的建造物調査」では、未指定建造物151棟のうち約4割にあたる67棟が滅失してい

る状況が判明した。

　これらを踏まえ本市では、歴史的風致維持向上施設の保存・活用から波及する交流人口

の増加や、歴史的建造物等の利活用による地域活性化を図るとともに、本市特有の歴史的

風致を次世代に伝え引き継いでいくため、「白河市歴史的風致維持向上計画（第2期）」を

策定する。

２．計画期間
　本計画の期間は、令和3年（2021）度から令和12年（2030）度とする。
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３．計画の策定体制
　計画の策定は、白河市庁内組織「白河市歴史と伝統を活かしたまちづくり庁内推進本

部」を中心に計画立案や連絡調整を行い、法定協議会である「白河市歴史的風致維持向上

計画協議会」との協議により計画（案）を作成し、「白河市文化財保護審議会」の審議や

パブリックコメントによる市民意見の聴取を経て計画を策定した。
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白河市歴史的風致維持向上計画協議会委員名簿（令和3年4月1日現在）

役　職 氏　　名 所　属　等

会　長 有賀　隆 学識経験者／早稲田大学大学院教授

副会長 若林　繁 有識者／白河市文化財保護審議会会長

委　員 河越　雅人 支援法人／NPO法人しらかわ建築サポートセンター

委　員 市川　憲 歴史的風致関係

委　員 大谷　浩男 歴史的風致関係

委　員 兼子　聡 まちづくり団体／株式会社楽市白河

委　員 佐久間秀邦 まちづくり団体／NPO法人カルチャーネットワーク

委　員 須藤　政子 一般市民

委　員 渡邉　紀子 一般市民

委　員 福島県土木部まちづくり推進課長

委　員 福島県教育庁文化財課長

委　員 福島県県南建設事務所長

委　員 白河市副市長／庁内推進本部本部長

委　員 白河市建設部長／庁内推進本部副本部長
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４．計画策定（変更）の経過
　第1期計画

≪平成22年度≫

　平成23年	 1月	 17日	 白河市歴史的風致維持向上計画認定申請

	 	 2月	 23日	 白河市歴史的風致維持向上計画認定

≪平成23年度≫

　平成24年	 3月	 8日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第1回）認定申請

	 	 3月	 30日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第1回）認定

≪平成24年度≫

　平成25年	 3月	 8日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第2回）認定申請

	 	 3月	 29日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第2回）認定

≪平成25年度≫

　平成26年	 3月	 31日	 白河市歴史的風致維持向上計画の軽微な変更の届出（第3回）

≪平成26年度≫

　平成27年	 3月	 4日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第4回）認定申請

	 	 3月	 27日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第4回）認定

≪平成27年度≫

　平成28年	 3月	 15日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第5回）認定申請

	 	 3月	 31日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第5回）認定

≪平成28年度≫

≪平成29年度≫

	 	 5月	 15日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第6回）認定申請

	 	 5月	 24日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第6回）認定

　平成30年	 3月	 19日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第7回）認定申請

	 	 3月	 29日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第7回）認定

≪平成30年度≫	 	

　令和元年	 3月	 28日	 白河市歴史的風致維持向上計画の軽微な変更届出の届出

≪平成31年度／令和元年度≫

　令和2年	 2月	 28日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第9回）認定申請

	 	 3月	 24日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更（第9回）認定
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　第2期計画

≪平成31年度／令和元年度≫

　令和2年	 2月	 14日	 令和元年度第1回白河市歴史的風致維持向上計画協議会

≪令和2年度≫

　　　	 11月	 16 ～ 30日	 パブリックコメント

　　　	 11月	 26日	 文化財保護審議会への意見聴取

　　　	 11月	 30日	 令和2年度第1回白河市歴史的風致維持向上計画協議会

　令和3年	 2月	 17日	 白河市歴史的風致維持向上計画認定申請

　　　	 3月	 5日	 白河市歴史的風致維持向上計画認定

≪令和3年度≫

　令和4年	 2月	 25日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更の認定申請

　　　	 3月	 29日	 白河市歴史的風致維持向上計画の変更の認定


